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Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月１日 

（報道関係各位） 

 

秩父銘仙を着用し、卒業証書授与式に参列 

秩父の伝統文化を学び、染め物体験した「秩父銘仙」。その銘仙を選び、着用します。 

当日の朝、６名の方に着付けをしていただきます。 

ふるさと「秩父」の歴史と伝統を羽織り、母校を巣立ちます。 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　南小学校では、卒業証書授与式に６年生が秩父銘仙

を着用し式に臨みます。４年生の「総合的な学習の時

間」に、秩父の魅力発見体験学習で、「秩父の伝統工芸

を体験しよう」というテーマのもと、秩父銘仙の染め

物を体験しました。その児童たちが本物の銘仙を身に

まとい、南小学校を巣立っていきます。 

　当日の朝には、イロハトリの皆さま（計６名）に南

小学校にお越しいただき、着付けをしていただきま

す。 

 

 

■ 日  時　　 令和５年３月２２日（水）午前１０時４５分～午後０時１０分 

  午前１０時４５分頃～　卒業生入場 

  正午頃～　卒業生記念写真撮影 

  （※今後の感染状況により、時間が前後する場合があります） 

■ 会  場　　秩父市立南小学校　体育館 

■ 主催者　　秩父市立南小学校 

■ 対象者　　秩父市立南小学校　６学年児童２３人 

■ 事業費　　一人　３，０００円（ＰＴＡ１，５００円・自己負担１，５００円） 

 

【next plan/今後の事業展開】 

このような体験を通して、秩父の伝統文化を大切にする児童を育成してまいります。 

 

 

南小学校 

担当者：教頭　佐藤 

☎０４９４－２２－１２９９ 

FAX：０４９４－２２－７８５３

■昨年度の様子
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（報道関係各位） 

 

新型コロナウイルスワクチン９１３本を廃棄 

 

　秩父市保健センターでは、３月２日、新型コロナウイルスワクチン９１３本（５，４７８回分）

を廃棄しました。廃棄となったのは、１２歳以上用のファイザー社製オミクロン株対応ワクチン

（BA.4-5）です。 

　 

〇廃棄となった経緯 

　昨年１２月下旬、上記ワクチンの同一ロット番号（製造番号）２，５３５本を－７５℃で保管し

ていたディープフリーザーの電源が落ちていることに職員が気づき、庫内温度を確認したところ、

－３℃まで上昇していた。 

　ファイザー社製ワクチンは、－７５℃±１５℃の超低温冷凍であれば１８か月、２～８℃の冷蔵

であれば７０日間の保管が可能である。 

　このため、当該ワクチンを２～８℃の冷蔵庫に移して保管し、冷蔵保存期限内に使い切るよう、

秩父地域の個別接種医療機関や集団接種会場で使用したほか、埼玉県の接種会場や県内自治体へも

移送して使っていただくよう協力を依頼した。しかし、全て使い切ることができないまま有効期限

を迎えたため、やむを得ず残りを廃棄することとなった。 

 

〇ディープフリーザーの電源が落ちていた理由 

　ディープフリーザーは、自然災害等による停電に備えるため、大容量蓄電池に接続してあった。

今回のトラブル発覚時、蓄電池のプラグは商用電源に接続されていたものの、蓄電池の主電源ごと

オフになっており、蓄電池からディープフリーザーへの送電も止まっていた。 

また、ワクチンの保管に適した温度を逸脱した場合に作動するディープフリーザーの警報音も、

電源が入っていなかったために作動しなかった。 

　蓄電池のメーカーに調査を依頼し、フリーザーのメーカーにも問い合わせをし、保健センター内

でもさまざまな角度から今回のトラブルの原因を調査したが、原因の特定には至っていない。 

 

〇再発防止のために 

　毎日行っていたフリーザーの稼働確認を再度徹底するとともに、保健センター内全職員体制で、

フリーザーのそばまで行くときは稼働確認をするなど、チェック体制を強化した。 

 

 

 

 

保健医療部　秩父保健センター 

担当者：新井、島山 

☎０４９４－２２－０６４８ 

FAX：０４９４－２２－５３３８
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市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

令和５年２月２７日に情報提供しました市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生に

つきましては、その後の検査の結果、新たに医療職員２人および入院患者様３人の新型コロナウイ

ルス感染症の陽性を確認いたしました。 

 

１　所属等 

　　市立病院に勤務する医療職員　２人（累計３人） 

　入院中の患者様　３人（累計１５人） 

 

２　陽性確認日　３月１日　医療職員１人 

３月２日　医療職員１人 

３月３日　入院患者様１人 

３月５日　入院患者様１人 

３月６日　入院患者様１人 

 

３　市の対応 

　　この感染に関し、保健所に報告し対応を協議しております。 

　　引き続き、感染防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に対し検査を実施し、経過観

察をしてまいります。 

なお、２月２７日から当分の間、内科系診療科（内科・循環器内科・消化器内科）の外来診療

を予約・再診の患者様のみとさせていただき、紹介状持参の方を含む初診の方の診療を制限させ

ていただきます。 

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を

いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立病院 

担当者：事務局長　坂本 

☎０４９４－２３－０６１１ 

FAX：０４９４－２３－０６５０



 

 

 

2023年3月6日 

報道関係各位 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会 

 

埼玉県秩父市の山間地域における買い物支援の実証実験を実施 
～路線バスを活用した貨客混載による、買い物支援体制の構築に向けて～ 

 

秩父市生活交通・物流融合推進協議会（会長：早稲田大学教授 小野田弘士/以下「本協議会」）（注1）は、2023年3月3

日（金）に、埼玉県秩父市の大滝地域において、買い物支援の実証実験を実施しました。 

秩父市の大滝地域では、人口減少による生活品などを購入できる小売店の減少や、高齢化に伴う運転免許証の返納

により、購入先や購入品の選択肢が限られており、日常生活の維持に課題があります。本協議会ではこれらの山間地

域の課題解決に向け、2020年11月より物流・公共交通ネットワーク「秩父モデル」の構築に取り組んでいます。 

本実証実験では、地域課題の解決と事業者の輸送の効率化を目指して、路線バスを活用した貨客混載による買い物

支援を実施し、実装を見据えたオペレーションの確認を行いました。 
 

■本実証実験の概要  

実施日 2023年3月3日（金） 13:00～16:00 実施エリア 埼玉県秩父市大滝地域 

実施内容 路線バスを活用した貨客混載 

 

 

各者の 

役割 

【秩父市】事業主体・実証フィールドの提供、地域住民との合意形成、関係会社連携協力 

【ゼンリン】全体統括、関係会社との調整、ゼンリン住宅地図を活用したナビゲーションアプリの提供 

【西武観光バス】路線バスを活用した貨客混載に関する実施計画、貨客混載による商品配送 

【アズコムデータセキュリティ】「大滝温泉遊湯館」から大滝地域の個人宅までの商品配送 

【ヤマト運輸】実証実験の企画や提案、ベルクから「西武秩父駅」までの商品配送 

【ベルク】住民からの注文受付、梱包作業 
 

【実証実験内容】 

路線バスを活用した貨客混載 

WebまたはFAXでスーパーマーケットに商品を注文、定時定路線で運行している既存の路線バスに注文商品を積み

込み、大滝地域の個人宅へ配送。 

 

＜具体的な流れ＞ 

① 住民が、ベルクネットスーパー（WebまたはFAX注文）のいずれかの方法で、商品を注文する。 

② 注文を受けたベルク秩父影森店が、注文を確認後、商品を梱包する。 

③ ヤマト運輸が、ベルクで商品を集荷、「西武秩父駅」まで配送、「西武秩父駅」発の路線バスに積み込む。 

④ 西武観光バスが、貨客混載で「西武秩父駅」～「大滝温泉遊湯館」まで商品を運ぶ。 

⑤ アズコムデータセキュリティが「大滝温泉遊湯館」でバスから荷物を引き取る。ゼンリン住宅地図を活用したナビゲー

ションアプリで、配達ルートを作成し、そのルートを基に大滝地域の個人宅へ配送する。 



■実証実験結果 

昨年度の実証実験の残課題であった「荷物引継ぎ時のオペレーション」を、実装を見据えて調整し、本実証実験では

スムーズな運用に成功しました。 

また、大滝地域の住民の方々には、通常は配達エリア対象外のネットスーパーからの購入といった、現状ではできな

い方法での買い物を体験いただきました。 

 
 

 
 

■今後の展望 

 今年度は実証実験を通じて得られた成果を踏まえ、買い物支援サービスのオペレーションやコスト面での課題を抽出・

整理します。来年度以降は、今年度に本協議会で実施した「埼玉県秩父市の山間地域における共同配送サービス

（2022年9月20日リリース）」と連携し、1つの物流サービスモデルとして実装を目指します。 
 
 
（注1）2020年11月6日に設立。2023年3月6日現在の構成員は、秩父市、ゼンリン、三菱総合研究所、JP楽天ロジスティクス、西武ホールディングス、西武鉄道、西武観光バス、アズ

コムデータセキュリティ、オプナス、早稲田大学、東京電力パワーグリッド、本庄早稲田国際リサーチパーク、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の15者。本協議会では、物流、生活

交通、観光交通、医療等の多様な分野のサービスについて、「ドローン物流」「遠隔医療」「MaaS」（貨客混載・EVカーシェアリング）などの先端技術を活用してヒトとモノの移動を最

適化・効率化し、Society5.0社会の実現に向けた事業モデルを構築することを目指しています。 

 

＜参考＞ 

・埼玉県秩父市で、日本初の災害発生時・平常時における複数のモビリティを融合した配送実証に成功（2021年11月26日リリース） 

https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/23908/20211126chiikiseisakuka.pdf 

・埼玉県秩父市の山間地域における共同配送サービスの実施（2022年9月20日リリース） 

https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/11815/20220920_sougouseisaku.pdf 

・ゼンリン住宅地図データの特長 

ゼンリンは全国約70拠点の調査網で、徒歩調査による建物名称・居住者名などの情報に加え、建物の出入口情報なども収集しています。

建物の出入口情報を活用することで「ドアtoドア案内」が可能となり、運送・配送業務のラストワンマイルをサポートします。 

https://www.zenrin.co.jp/product/industry/transportation/index.html 

 

 

 

 

 

 

※西武観光バスの運行スケジュールや取材場所の都合上、事前のメディア取材のご案内は行いませんでした。写真の提供やコメント等の

ご希望がございましたら、上記担当までご連絡ください。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

秩父市 市長室 総合政策課 未来技術・新エネルギー担当 0494‐21‐5523 mirai@city.chichibu.lg.jp 

株式会社ゼンリン コーポレートコミュニケーション部 03-5295-9000 pr@zenrin.co.jp 

▲アズコムデータセキュリティが 

路線バスで運ばれた商品を受け取る 

▲ヤマト運輸が商品を路線バスに積み込む ▲ベルクでヤマト運輸が商品を集荷 

https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/23908/20211126chiikiseisakuka.pdf
https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/11815/20220920_sougouseisaku.pdf
https://www.zenrin.co.jp/product/industry/transportation/index.html
mailto:mirai@city.chichibu.lg.jp
mailto:pr@zenrin.co.jp
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第 19 回 秩父いってんベぇウオーキング２Days を開催 

２日間で７コースを用意、ゴール会場ではイベントも開催 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

１市４町を会場として開催する毎年恒例の春のウ

オーキング大会です。５km コースから 19km コースま

で、２日間で計７コースを用意しています。 

※詳しくは別途「募集要項」をご確認ください。 

●とき　令和５年４月22日(土)・23日(日)(雨天決行) 

●中央会場　秩父市役所前広場（ゴール会場） 

※各コースのスタート地点で受付・出発 

●コース設定 

・１日目（18km、10km、５km コース） 

・２日目（19km、15km、９km、７km コース） 

※いずれのコースもゴールは中央会場になります。 

●参加費　事前申し込み　1,500 円（２日間参加可能。大会記念品含む） 

当日申し込み　1,000 円（１日単位での参加費） 

※事前申し込みに限り、秩父地域（１市４町）に在住の方は参加費が 1,000 円に、また、秩父地域

在住・在学の高校生以下の方は無料となります。ただし、いずれもインターネット申し込み、直

接申し込みのみとなります（大会記念品含む）。なお、未就学児は事前・当日問わず参加無料です。 

●申込方法 

・事前申し込みはネット申し込み、電話申し込み、郵便申し込み、直接申し込みいずれかを選択い

ただきます。 

・当日申し込みはご希望のコースのスタート会場で受け付けます。 

●申込期間 

現在受け付け中です。事前申し込みの締め切りは令和５年３月 17 日(金)までとなります。 

●イベント開催 

　芝桜まつりのイベントの一つとして、ゴール会場にて「秩父いってんべぇフェス」を開催します。

会場では郷土芸能等の披露や飲食ブースの出店、各種ＰＲブースの出展等があり、大会参加者以外

の方も無料でご来場いただけます。 

●感染症対策など 

各会場では基本的な感染症対策を行います。密を回避するために出発式等は行わず、受け付け後

に各自スタートとなります。参加者は筆記用具（鉛筆・油性ペン等）の持参をお願いします。 

 

産業観光部観光課　 

担当者：宮前・関根 

☎０４９４－２５－５２０９ 

FAX：０４９４－２７－２６２７

 

■大会イメージ（贄川宿にて）
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「札所 14 番　長岳山今宮坊の飛天像　1 躯」が県の有形文化財に指定！ 

「三峯神社　拝殿」含む 6 棟が県指定文化財に追加指定！ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　市の指定有形文化財である「札所 14 番　長岳山今宮坊の
ちょうがくさんいまみやぼう

飛天像　1 躯」（指定日：昭和 33 年 10 月 8 日）が、3 月 10
ひ て んぞう

日（金）開催の埼玉県教育委員会において、埼玉県指定有形

文化財の新規指定を受けることが決まりました。また、県の

指定文化財である「三峯神社本殿　1 棟」（指定日：昭和 36

年 3 月 1 日）は拝殿・随身門・国常立神社・日本武 神社・
はいでん ずいしんもん くにとこだちじんじゃ や ま とたけるじんじゃ

手水舎・秩父宮台臨記念館合わせて 6棟の追加指定および指
ちょうずしゃ ちちぶのみやだいりんきねんかん

定名称変更が決まりました。3月 17 日（金）の県報告示によ

り、正式に指定・追加指定および指定名称変更となります。 

指定に関する詳細については、同日付で発表のあった埼玉

県の報道発表資料をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会文化財保護課 

担当者：伊藤、竹内 

☎０４９４－２２－２４８１ 

FAX：０４９４－２３－９２９５

　　  

札所 14 番　長岳山今宮坊の飛天像 
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市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について 

 

令和５年２月２７日に情報提供しました市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生に

つきましては、３月６日の報告以降、新たに医療職員２人および入院患者様２人の新型コロナウイ

ルス感染症の陽性を確認いたしました。 

 

１　所属等 

　　市立病院に勤務する医療職員　２人（累計５人） 

　入院中の患者様　２人（累計１７人） 

 

２　陽性確認日　３月　６日　入院患者様１人 

３月　９日　入院患者様１人 

３月１０日　医療職員　１人 

３月１１日　医療職員　１人 

 

３　市の対応 

　　この感染に関し、保健所に報告し対応を協議しております。 

　　引き続き、感染防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に対し検査を実施し、経過観

察をしてまいります。 

２月２７日から、内科系診療科（内科・循環器内科・消化器内科）の外来診療を予約・再診の

患者様のみとさせていただき、紹介状持参の方を含む初診の方の診療を制限してまいりましたが、

院内の感染状況等を踏まえ、３月１４日から、内科については、火・水・木・金曜日の外来診療

を通常に戻します。 

なお、内科の月曜日と土曜日および消化器内科と循環器内科の初診の方については、引き続き

紹介状が必要となります。 

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を

いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

市立病院 

担当者：事務局長　坂本 

☎０４９４－２３－０６１１ 

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月１６日 

（報道関係各位） 

 

「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例」を一部改正 

～本年４月 1日施行～ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の

安全の確保および生活環境の保全に寄与することを目

的として、「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例」

を一部改正し、本年４月 1日に施行します。 

※　令和５年３月１６日秩父市議会改正案可決 

 

◆　主な改正内容 

　①　埼玉県外からの土砂等の搬入規制 

　　＜圏域内の土砂等は圏域内で処理！＞　　　 

　　　圏域内で発生した土砂等は、原則としてその圏域内で処理すべきと考えます。また、圏域外

から持ち込まれる土砂等は、とかくトラブルの要因となりやすい現状があります。 

　　（第１０条第１項第５号） 

　　※　埼玉県内では小鹿野町に次いで、２番目にこの規定を設けることとなります。 

　②　罰則の強化 

　　＜違反行為には相応の厳しい罰を‼＞ 

　　　違反行為と罰との兼ね合いを見直し、悪質な違反については相応の罰が適用されるよう、罰

則の格上げを行い、また、さまざまなケースを想定した措置命令およびそれらの違反に対する

罰則規定や両罰規定を新たに設けるなど、秩父圏域内の他自治体と比較しても厳しい罰則とし

ました。 

　　（第２５条および第２６条） 

　　※　両罰規定：違反行為者に対する罰のほか、法人等、その事業主にも罰金刑を科す規定 

～一部改正の概要については別紙をご覧ください。～ 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　昨年４月に開設した「土砂たい積 110 番」、同８月に設置した「秩父市土砂等のたい積対策本部」

と併せ、改正後の条例を土砂等堆積問題への取り組みにおける大きな 3本柱として位置付け、不適

正な土砂等堆積に断固対処していきます。 

 

環境部生活衛生課 

担当者：田島・熊木 

☎０４９４－２５－５２０２ 

FAX：０４９４－２２－２３０９

 

 

 

 

　　背景として使用 

（必ず写真など目を引くものを！） 

 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別紙   

 

『秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例』一部改正の概要 

 

１　許可を受けなければならない条件を見直しました。（第7条） 

（１）500㎡未満の土砂等堆積でも、同時期に複数の区域で行われるものについて、一体

性が認められ、その合計面積が500㎡以上となる場合は、許可を受けなければなら

ないという趣旨を明確にしました。（第1号ア） 

（２）500㎡未満の土砂等堆積でも、別時期（5年以内）に複数回行われるものについて、

一体性が認められ、その合計面積が500㎡以上となる場合は、許可を受けなければ

ならないこととしました。（第1号イ） 

（３）500㎡未満の土砂等堆積でも、土地の地盤の高さが1ｍ以上変動（土砂等堆積の着

手日前5年以内に土砂等堆積が行われていた場合は、その堆積前の地盤の高さが基

準）する場合は、許可を受けなければならないこととしました。（第1号ウ） 

 

２　土砂等堆積について、区域周辺住民への周知を義務化しました。（第9条） 

 

３　許可の基準等に関する規定を改めました。（第10条） 

（１）許可の基準を見直しました。（第1項） 

　　許可の基準である「土砂等の堆積に関する計画の内容」の適合要件として、事前

協議の終了並びに土砂等の試料及び当該土砂等の土壌基準適合証明書類の提出並び

に区域周辺住民への周知並びに堆積土砂等が、原則として埼玉県内で採取した土砂

等（過去に埼玉県外から埼玉県内に搬入された土砂等を採取する場合は、埼玉県内

に搬入された日から5年を経過したもの）で、採取場所から直接搬入されるもので

あることを追加しました。 

（２）暴力団排除に関する規定を追加しました。（第2項第4号） 

（３）許可に付する条件を見直しました。（第3項） 

　　広範囲において必要な条件を付せるようにしました。 

 

４　許可の取消しに関する規定を改めました。（第13条） 

（１）許可の取消し要件を追加しました。（第1項第7号） 

　①　堆積土砂等による災害を防止するため緊急の必要がある場合の、許可事業者に

対し命じた土砂等堆積の停止又は期限付きの災害防止その他必要な措置命令に従

わないとき。 

　②　廃止又は中止の届出に当たり、市から堆積土砂等による災害防止その他必要な

措置が講じられていない旨の通知を受けたにもかかわらず必要な措置を講じない

場合、また、完了の届出に当たり、市から許可の基準に適合していない旨の通知



を受けたにもかかわらず必要な措置を講じない場合の、許可事業者に対し命じた

期限付きの堆積土砂等の全部又は一部の除去その他必要な措置命令に従わないと

き。 

（２）許可の取消し要件を改めました。（第1項第7号） 

　　許可事業者が土砂等の堆積に関する計画に従って土砂等の堆積を行っていない場

合については、許可期間中・後を問わず許可事業者に対し命じた期限付きの堆積土

砂等の全部又は一部の除去その他その改善に必要な措置命令に従わないときとしま

した。 

　※　許可期間後でも許可の取消しが可能となります。 

（３）許可の取消し後の措置を追加しました。（第2項） 

　　堆積土砂等の全部除去その他必要な措置を義務として追加しました。 

 

５　措置命令に関する規定を改めました。（第20条） 

（１）堆積土砂等による災害を防止するため緊急の必要がある場合に、許可事業者に対

し土砂等堆積の停止又は期限付きの災害防止その他必要な措置を講ずることを命ず

ることができる旨の規定を追加しました。（第1項） 

（２）許可事業者が土砂等の堆積に関する計画に従って土砂等の堆積を行っていない場

合、許可事業者に対し、許可期間中・後を問わず、期限付きの堆積土砂等の全部又

は一部の除去その他その改善に必要な措置を講ずることを命ずることができる旨の

規定としました。（第2項） 

　　※　許可期間後でも措置命令が可能となります。 

（３）廃止又は中止の届出に当たり、市から堆積土砂等による災害防止その他必要な措

置が講じられていない旨の通知を受けたにもかかわらず必要な措置を講じない場合、

また、完了の届出に当たり、市から許可の基準に適合していない旨の通知を受けた

にもかかわらず必要な措置を講じない場合、許可事業者に対し期限付きの堆積土砂

等の全部又は一部の除去その他必要な措置を講ずることを命ずることができる旨の

規定を追加しました。（第3項） 

（４）許可を取り消された者が堆積土砂等の全部除去その他必要な措置を講じない場合、

期限付きの堆積土砂等の全部除去その他必要な措置を講ずることを命ずることがで

きる旨の規定を追加しました。（第4項） 

 

６　許可事業者等が第20条の措置命令に従わない場合は、その内容等を公表することが

できる旨の規定を追加しました。（第20条の2） 

 

７　罰則を強化しました。（第25条及び第26条） 

（１）土壌基準に適合しない土砂等が土砂等の堆積に使用され、又は使用されているお

それがある場合の、土砂等の堆積の停止命令又は期限付きの土砂等除去その他必要

な措置命令に従わない土砂等の堆積を行っている者等（第25条第1項第1号） 

5万円以下の過料　⇒　2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 



（２）土砂等の堆積に係る土砂等について、定期の汚染状況調査結果の届出をせず、又

は虚偽の届出をした許可事業者（第25条第1項第3号） 

5万円以下の過料　⇒　2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

（３）堆積土砂等による災害を防止するため緊急の必要がある場合の、土砂等堆積の停

止命令又は期限付きの堆積土砂等による災害防止その他必要な措置命令に従わない

許可事業者（第25条第1項第4号） 

2 年以下の懲役又は100万円以下の罰金（新規） 

（４）土砂等の堆積に関する計画に従って土砂等の堆積を行っていないことについての、

期限付きの堆積土砂等の全部又は一部の除去その他その改善に必要な措置命令に従

わない許可（変更許可）事業者（第25条第1項第4号） 

　　※　許可期間終了後も同様です。 

　　　　　　　　　　 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

　　　　　　　　　　　 ⇒　2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

（５）許可取消しに係る堆積土砂等の全部除去その他必要な措置を講じないことについ

ての、期限付きの堆積土砂等の全部除去その他必要な措置命令に従わない者（第25

条第1項第4号） 

2 年以下の懲役又は100万円以下の罰金（新規） 

（６）許可（変更許可）を受けずに土砂等の堆積を行ったことについての、土砂等堆積

の中止命令又は期限付きの堆積土砂等の全部除去その他必要な措置命令に従わない

者（第25条第1項第4号） 

2 年以下の懲役又は100万円以下の罰金（新規） 

（７）廃止又は中止の届出に当たり、市から堆積土砂等による災害防止その他必要な措

置が講じられていない旨の通知を受けたにもかかわらず必要な措置を講じない場合、

また、完了の届出に当たり、市から許可の基準に適合していない旨の通知を受けた

にもかかわらず必要な措置を講じない場合の、期限付きの堆積土砂等の全部又は一

部の除去その他必要な措置命令に従わない許可事業者（第25条第2項） 

1 年以下の懲役又は100万円以下の罰金（新規） 

（８）着手（中止後の再開を含む。）の届出をせず、又は虚偽の届出をした許可事業者（第

25条第3項第2号） 

50万円以下の罰金（新規） 

（９）許可事項に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした許可事業者（第25条第

4項） 

5万円以下の過料（新規） 

（10）法人又は人の業務に関し、第25条の違反行為をしたその法人の代表者又は法人若

しくは人の代理人、使用人その他の従業員（第26条） 

　　　　　　　　　 違反行為者については各規定の罰則、 

　　　　　　　　　 法人又は人については各規定の罰金（新規）



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月１７日 

（報道関係各位） 

 

給食への異物混入について 

 

　本日、秩父市立永田保育所で０～１歳児に提供した給食のうち、１歳児の料理の中から異物が発

見されました。児童は喫食しておらず、健康被害はありません。 

　発見された異物は、糸状の金属片（長さ３ｃｍ）ですが、異物が混入した原因については現在調

査中です。 

　謹んでお詫びを申し上げるとともに、今後このようなことが起こらぬよう、再発防止に努めてま

いります。 

 

１．発生日　　　令和５年３月１７日（金）　午前１１時３０分ごろ 

２．発生事案　　１歳児の昼食に提供した「チンゲンサイの和え物」の中から、糸状の金属片（長

さ３ｃｍ　１本）が発見された。 

３．原因　　　　不明。現在調査中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部こども課 

担当者：黒澤 

☎０４９４－２５－５２０６ 

FAX：０４９４－２２－７１６８



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２４日 

（報道関係各位） 

 

秩父市職員人事異動について 

令和５年４月１日付け、秩父市職員の人事異動について内示しました 

 

 

今回の人事異動は、部局長８人の定年退職をはじめ２７人の職員が退職することから、その補充

を中心としたもので、異動対象者は前年より１８人多い２５７人です。（下表のとおり） 

 

 

【今回の人事異動の特徴（組織改正）】 

①市長室の名称を総合政策部に変更 

市政に関する総合的な政策を調整し確実に推進していくために、現在、その業務を担う「市長室」

の名称を「総合政策部」に変更します。 

②農林部を新設 

オーガニック農業など、農林業の更なる振興を図るとともに、令和 7年に開催される全国植樹祭

に向けた準備を進めるため、「農林部」を新設します。 

③秘書広報課を秘書課と広報広聴課に分課 

　「秘書広報課」を「秘書課」と「広報広聴課」に分課し、広報広聴機能のより一層の強化を図り

ます。 

④産業観光部に先端技術推進課を新設 

　　　　産業支援課の機能の一部を分課し、先端技術の推進や企業誘致を実現するため、「先端技術推進

課」を新設します。 

　　　⑤市民の皆様に担当業務がわかりやすい課名変更 

　　　　「収納課」を「納税課」、「こども課」を「保育こども課」、「農政課」を「農業政策課」にそれぞ

れ名称を変更します。 

※課長級相当職以上の職員の異動内容は別紙のとおりです。 

 

総務部人事課 

担当者：杉田・浅海 

☎０４９４－２２－２２０７ 

FAX：０４９４－２２－１３６３

 
級別異動状況

一般行政職（技能労務職員を含む） 医療職(派遣医師を除く)
計(人)

 配置換え 昇格 配置換え 昇格

 部長級（８級）相当職 ６ ６ － － １２

 次長級（７級）相当職 １４ ８ － １ ２３

 課長級（６級）相当職 ３２ １３ ２ ２ ４９

 主幹級（５級）相当職以下（技能労務職員含む） ８６ ５８ ６ ２３ １７３

 計(人) １３８ ８５ ８ ２６ ２５７



1

令和5年 4月 1日付　秩父市職員人事異動【課長級相当職以上】 

 

※（　　　）内は発令前の職名 

※配置換を伴う昇格は、昇格の項に記載 

※兼職及び併任発令の一部省略あり 

※派遣医師を除く 

 

【部長級相当職】 

　▼配置換　 

　　▽総合政策部長兼総合連絡調整幹（財務部長）島田典彦 

　　▽総務部長兼危機管理統括監（市長室長兼総合連絡調整幹）髙橋亙 

　　▽財務部長（吉田総合支所長）新井正巳 

　　▽農林部長（埼玉県から着任）※埼玉県の公表解禁後に情報提供 

    ▽吉田総合支所長（市立病院事務局長）坂本雄司 

    ▽市立病院事務局長（秩父広域市町村圏組合から帰任）古屋敷光芳 

 

▼昇格 

▽市民部長（保健医療部次長兼地域医療対策課長）千島裕美子 

▽保健医療部長（保健センター所長）新井広実 

▽大滝総合支所長（大滝総合支所副支所長兼地域振興課長）千島設男 

▽荒川総合支所長（荒川総合支所副支所長兼地域振興課長）山中賢 

▽会計管理者（産業観光部次長兼農政課長）小林幸夫 

▽議会事務局長（議会事務局次長）黒澤康彦 

 

【次長級相当職】 

▼配置換　 

　▽総合政策部次長兼改革推進課長（市長室次長兼改革推進課長）荻野茂樹 

▽総合政策部専門員兼総合政策課長（市長室専門員兼総合政策課長）金田幸宏 

▽財務部次長兼市民税課長（総務部専門員兼危機管理課長）井上和夫 

▽市民部次長兼市民課長（財務部次長兼 FM 推進課長）町田忠男 

▽市民部専門員兼秩父図書館長（市民部専門員兼市民スポーツ課長）諸敦夫 

▽保健医療部次長兼地域医療対策課長（教育委員会事務局専門員兼教育総務課長）山越達也 

▽農林部次長兼全国植樹祭準備室長（市長室専門員兼秘書広報課長）浅見徹 

▽農林部専門員兼森づくり課長（環境部専門員兼森づくり課長）富田貴夫 
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▽地域整備部技監（埼玉県から着任）※埼玉県の公表解禁後に情報提供 

▽荒川総合支所副支所長兼地域振興課長（農業委員会事務局長）川上貴 

▽農業委員会事務局長（産業観光部専門員兼観光課長）江田直人 

▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（市民部専門員兼市民生活課長）手島均 

▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（市民部専門員兼市民課長）北堀史子 

▽埼玉県へ帰任（地域整備部技監）原島聡志 

 

▼昇格 

　▽総務部次長兼人事課長（収納課長）西嘉章 

　▽総務部専門員兼工事検査課長（工事検査課長）齊藤昌巳 

　▽総務部専門員兼情報政策課長（情報政策課長）北堀敏宏 

　▽市民部専門員兼市民生活課長（秩父図書館長）鈴木千野 

　▽福祉部専門員兼障がい者福祉課長（障がい者福祉課長）小林雅子 

　▽環境部専門員兼生活衛生課長（生活衛生課長）田島博史 

　▽産業観光部次長兼産業支援課長（産業支援課長）原島淳 

　▽大滝総合支所副支所長兼市民福祉課長（大滝総合支所市民福祉課長）杉田直之 

　▽市立病院医療技術部長兼リハビリテーション科長（リハビリテーション科長）黒澤みどり 

　 

【課長級相当職】 

▼配置換 

▽広報広聴課長（観光課主席主幹）山中俊一 

▽総務課長（市民税課長）栁原匡宏 

　▽人事課管理幹（人事課主席主幹）浅海祥孝 

▽危機管理課長（秩父広域市町村圏組合から帰任）強谷佳宏 

▽危機管理課管理幹（危機管理課主席主幹）粂祥晴 

▽FM 推進課長（環境課長）木村泰寛 

　▽資産税課長（危機管理課主席主幹）肥土英夫 

▽納税課長（保健給食課主席主幹）深田幸男 

▽市民スポーツ課長（学校教育課主席主幹）原嶋祐樹 

▽生涯学習課長（議会事務局主席主幹）深町博士 

▽秩父宮記念市民会館長（資産税課長）江野純夫 

▽保育こども課長（こども課長）黒澤美紀子 

▽保育こども課主席主幹兼永田保育所長（こども課主席主幹兼吉田こども園長）加藤ひろみ 

▽保健センター所長（保健センター管理幹）島山令子 
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▽保健センター管理幹（保健センター主席主幹）町田英之 

▽環境課長（環境課主席主幹）牛木克輔 

　▽先端技術推進課長（産業支援課主席主幹）笠井知洋 

▽観光課長（総合政策課移住相談センター主席主幹）中島学 

▽観光課主席主幹（秩父地域おもてなし観光公社派遣）（秘書広報課主席主幹）峯岸克典 

▽農業政策課長（農政課主席主幹）深田規晃 

▽道路管理課主席主幹（荒川総合支所地域振興課主席主幹）山中秀人 

▽用地課主席主幹（大滝総合支所地域振興課主席主幹）加藤博文 

▽大滝総合支所地域振興課長（大滝総合支所地域振興課主席主幹）新地広幸 

▽大滝総合支所地域振興課主席主幹（清流園主席主幹）山口勝義 

▽荒川総合支所市民福祉課主席主幹（下水道課主席主幹）宮田栄信 

▽市立病院臨床検査科長（市立病院臨床検査科主席主幹）島﨑勝弘 

▽教育総務課長（人事課長）杉田泰三 

▽学校教育課主席主幹（主任指導主事）（埼玉県教育委員会から着任）※埼玉県の公表解禁後に情報提供 

▽議会事務局管理幹（生涯学習課長）内田祥史 

▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（秩父地域し尿処理事業広域化準備室）溝口和美 

▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（清流園所長）児玉淳 

　▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（市民課主席主幹）堀口忠寿 

▽秩父広域市町村圏組合へ派遣（清流園主席主幹）山中周一 

▽埼玉県教育委員会へ帰任（学校教育課主席主幹（主任指導主事））小泉貴寛 

 

▼昇格 

▽改革推進課主席主幹（改革推進課主幹）新井達也 

▽秘書課長（秘書広報課主幹）髙田紋子 

▽危機管理課主席主幹（道づくり課主幹）金沢雅美 

　▽情報政策課主席主幹（情報政策課主幹）溝口佳臣 

　▽財政課主席主幹（市立病院管理課主幹）中原信 

　▽市民課主席主幹（社会福祉課主幹）木村真 

　▽保育こども課主席主幹（こども課主幹）加藤美智子 

　▽環境課主席主幹（人事課主幹）諸克和 

　▽生活衛生課主席主幹（生活衛生課主幹）熊木克典 

　▽道路維持課主席主幹（道路維持課主幹）宮原敬治 

　▽吉田総合支所地域振興課主席主幹（吉田総合支所地域振興課主幹）芦田進市 

　▽学校教育課主席主幹（資産税課主幹）堅木賢治 
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　▽文化財保護課主席主幹（文化財保護課主幹）伊藤暁 

　▽市立病院看護部看護師長（看護部副看護師長）新井薫 

　▽市立病院看護部看護師長（看護部副看護師長）浅香直哉 

　 

【令和5年 3月 31日付　退職者】 

▼部長級相当職退職者 

　▽江田正広（総務部長） 

▽中山小百合（市民部長） 

▽小松伸也（福祉部参事） 

▽森下喜子（保健医療部長） 

▽山中浩（大滝総合支所長） 

▽中村智（荒川総合支所長） 

▽新井常男（会計管理者） 

▽野口眞（議会事務局長） 

 

▼次長級相当職退職者 

▽松村浩之（総務部次長兼総務課長） 

▽田端富子（市民部次長兼秩父宮記念市民会館長） 

▽関野尚（市立病院医療技術部長兼臨床検査科長） 

 

▼課長級相当職退職者 

　　▽中山朗（大滝総合支所市民福祉課主席主幹） 

　　▽中村幹子（市立病院放射線科主席主幹） 

　　▽玉川元子（市立病院栄養科長） 

▽坂本幸穂（市立病院看護部看護師長） 

▽小笠原智子（市立病院看護部看護師長） 

▽小嶋祥弘（農業委員会主席主幹） 

　　



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２４日 

（報道関係　各位） 

 

　　　　久那の獅子舞 葛城神社例大祭にて披露！ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

久那地域では、郷土の伝統芸能である獅子舞が伝承

されています。児童にこの伝統芸能を体験してもらお

うと、獅子舞保存会の皆さまによる指導が毎年３年生

を対象に実施されています。今年度も１１月１６日よ

り練習が始まりました。練習の成果は、３月１日（水）

６年生を送る会で全校児童と６年生保護者の方に披

露しました。新年度になり４月１６日（日）、地元葛城

神社例大祭にて、３年ぶりに獅子舞奉披露をします。 

 

　■実施日時　　令和５年４月１６日（日） 

　　　　　　　　午前１１時～ 

　 

■実施場所 

　　葛城神社（秩父市久那２２７４）　　 

 

■参加者 

　　久那小学校４年生児童８人　　保護者、地域の方　教職員など多数 

 

■内　容 

　　栗原公会堂にて着付けなどの準備をして神社まで歩きます。 

　　今年度獅子頭を新しくしました。初披露となります。  

 

【next plan/今後の事業展開】 

令和５年度は、３年生が獅子舞を教わります。分からないこと、 

難しいことを教える立場になります。上級生から下級生へと伝統 

を引き継いでいきます。 

 

 

 

 

久那小学校 

担当者：教頭　増 

☎　 ０４９４－２２－１５３０ 

FAX：０４９４－２２－７８５６

　　

 

■ 6年生を送る会の様子



秩父市 

Chichibu  City

　 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年度の岡橋氏による作業道研修

の様子（芦ヶ久保市有林にて）

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２４日 

（報道関係各位） 

 

秩父地域自伐型林業体験研修２０２３を開催します（参加者募集！！） 

秩父地域森林林業活性化協議会では、地域活性化の切り札として、小型機械を使い、山にかかる

負荷を小さく抑え、環境を保全しながらも経済的に自立することを目指す「自伐型林業」の普及を

推進しています。その取り組みとして、下記のとおり秩父地域自伐型林業体験研修２０２３を NPO

法人自伐型林業推進協会の協力のもと開催します。 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

１．日時、場所、内容 

（１）チェーンソー研修（チェーンソーの取り扱いを学ぶ） 

日時：５月１２日（金）～１４日（日） 

場所：横瀬町活性化センター（横瀬町芦ヶ久保 140－1） 

　　講師：原田　勤（奈良県吉野地方の林業家） 

 

（２）伐倒・造材研修（木の選木・伐倒・造材方法を学ぶ） 

　　日時：５月２７日（土）、２８日（日） 

場所：秩父市有林（横瀬町芦ヶ久保） 

講師：原田　勤（奈良県吉野地方の林業家） 

 

（３）作業道研修（壊れにくい作業道の開設方法を学ぶ） 

　　日時：６月３日（土）、４日（日） 

場所：秩父市有林（横瀬町芦ヶ久保） 

講師：岡橋　清隆（清光林業相談役） 

 

２．募集定員 

　　１５人（秩父地域在住の方、秩父地域に山林をお持ちの方優先） 

 

３．対象者 

　　どなたでも（ただし、全日程に参加可能な方） 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　今後も自伐型林業者を育成・支援し、地域活性化、林業担い手確保を図ってまいります。 

 

環境部森づくり課（秩父地域森林林業活性化協議会事務局） 

担当者：牧野 

☎０４９４－２２－２３６９ 

FAX：０４９４－２２－２３０９



◆  お申込  ◆ 

自伐型林業に関心をお持ちの方、新たに始めてみたい方、山林の管理にお困りの方を対象に、
チェーンソーの取扱や作業道開設などの技術を学べる「自伐型林業研修」を開催します。
林業未経験者、林業初心者向けの研修となっていますので、どなたでもお気軽にご参加ください。

内容 開催日 開催時間 集合場所

オリエンテーション
チェーンソー研修
※全日程参加の方にはチェーンソー取扱
技術特別教育修了証を発行します

5月12日（金）
　　 13日（土）
　　 14日（日）

9時～17時

横瀬町活性化センター
横瀬町芦ヶ久保140-1

選木・伐倒・造材・搬出研修
※森をつくりながら間伐や木材を搬出する
ための基本の技術を学びます

5月27日（土）
　　 28日（日）

埼玉県県民の森
秩父郡横瀬町芦ケ久保

作業道研修
※山に優しく、災害に強い作業道開設の技
術を学びます

6月3日（土）
　　 4日（日）

埼玉県県民の森
秩父郡横瀬町芦ケ久保

初心者

大歓迎！

留意事項
参加をお考えの方は、

必ずお読みください

□募集定員：15名（応募多数の場合は選考となります※）
□募集条件：全日程に参加可能な方
□募集締切：4/24（月）
□参加費：3,000円
□申込方法：下記QRコードからフォーマットにご入力いただくか、下記申込書にご記入の上
FAXでお申し込みください

秩父地域森林林業活性化協議会

FAX送付先：03-6268-8783　 （NPO法人　自伐型林業推進協会）

フリガナ

ご所属
氏名

ご住所

電話番号 年齢　　　歳 メールアドレス

秩父地域に山林をお持ちですか？

※親族の山林も含む

□YES

□NO

右のQRコードより、お申し込みください。
申込先：NPO法人　自伐型林業推進協会

※FAXご希望の方は下記にご記入の上お申し込みください

◆ お問合せ ◆ 

※秩父地域在住の方、
　 秩父地域に山林をお持ちの方優先

Tel: 0494-26-5301（開所日：月、火、水）
E-mail: shuyakuka@chichibu.ne.jp
※木・金曜日は秩父市役所森づくり課まで（Tel:0494-22-2369）



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２４日 

（報道関係各位） 

 

令和５年度「ちちぶ学セミナー」を開催します 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

今年度もちちぶ学セミナーを別紙の「募集要項」のとおり開催します。秩父地域に関連する大学

教養レベルの専門性の高い知識が学べる講座です。各方面の専門分野で実績があり活躍中の多彩な

講師陣にて、５月１３日（土）から開講いたします。 

当セミナーは、平成１５年から秩父市大学講座として開設し、秩父地域の地質・生物等の自然環

境、風土・歴史等の社会環境、また、それらの文化・芸術・文化財等について、大学レベルの専門

的な講義及び調査・研究を通して学び、秩父地域全般について広く再認識し、歴史と文化を次世代

に引き継ぐことを目的としています。 

 

◆ 内容および定員 

（１）一般教養講座：年間１２回の講義　　　　　　　　／　定員　７０人 

（２）専門講座　　：「ジオパーク秩父探求コースⅡ」 　／　定員　　８人 

（３）公開講座　　：年２回の公開講座、研究発表会　　／　定員１５０人 

 

◆ 受講料 

　一般教養講座・専門講座　　／　それぞれ年間５,０００円 

　※公開講座　　　　　　　　／　無料 

 

◆ 申し込み受け付け方法 

　一般教養講座・専門講座の受講料を添えて生涯学習課へ直接申し込み（先着順、電話申込不可） 

　※公開講座は申し込み不要（整理券の事前受付・発行あり） 

 

◆ 一般教養講座・専門講座の申し込み受け付け期間 

　４月１７日（月）～２１日（金）の５日間（午前９時～午後５時） 

 

 

 

 

 

 

 

市民部生涯学習課 

担当者：岡田・俵積田 

☎０４９４－２２－０４２０ 

FAX：０４９４－２４－０４３０



秩父市大学講座 

 

ちちぶ学セミナー 令和５年度 募集要項 

 

 

ɣΏἲἲࠓᾣᾎ̵ἹὀΏΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ  
秩父市歴史文化伝承館では、歴史と文化を次の世代に引き継ぐための事業として、平成 

１５年度から、秩父市大学講座「ちちぶ学セミナー」を開設しています。 

秩父地域の地質・植物等の自然環境、風土・歴史等の社会環境、それに伝承されている 

文化・芸術・文化財等について、大学レベルの専門的な講義及び実技を通して、秩父地域 

全般を広く再認識していただければ幸いです。また、受講対象者を秩父地域に在住する方 

に限定することなく、このセミナーの趣旨に賛同する多くの方に受講いただくことにより、

「秩父らしさの継承と新たな地域文化の育成」を図っています。 

ɣΏᫌ᠏ቶᆵΏΏΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ  
本セミナーは、原則２年制を取っており、１年次に一般教養講座と公開講座、２年次に 

専門講座と公開講座を受講していただく制度となっております。 ２年次以降も一般教養講 

座を引き続き受講することも可能です。 

１． 一般教養講座 ①～⑫   　※申込必要、受講料（年間）5,000 円、定員 70 名 

　２． 専 門 講 座（ｼﾞｵﾊﾟｰｸ秩父探求ｺｰｽⅡ) 　※申込必要、受講料（年間）5,000 円、定員 ８名 

　３． 公 開 講 座（1)・(2) と 研 究 発 表 会 　※申込不要、参加費無料、定員 150 名 

ɣΏᄋדρΏΏế͜ᕊᯮ᠏ॅẩࡣ᫆᠏ॅỀΏ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ Ώ
　・受付期間：令和５年４月１７日（月）～２１日（金） ９：００～１７：００ 

・受付場所：秩父市歴史文化伝承館 １階 生涯学習課窓口（先着順・電話申込不可） 

・受付方法：申込書に記入の上、受講料（5,000 円）を添えてお申し込みください。 

　　　　　　※定員になり次第締め切ります。※受付期間外の受付けはいたしかねます。 

ɤΏᫌ᠏ॵậҽᫌ᠏ॅếổỀɰǥՉᡯ௭ɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰΏΏɰΏΏ Ώ  
　・日　　時：令和５年５月１３日（土） １３：３０～１５：３０（予定） 

　・会　　場：秩父市歴史文化伝承館 ２階 ホール（定員１５０名） 

　・内　　容：①開講式、②ガイダンス、 

③公開講座(1)　講義テーマ：「浦山─桃源とも秘境とも称された村─」 

講師：埼玉県立川の博物館研究交流部長　大久根 茂 

ɤΏҽᫌ᠏ॅṒỖṓɰǥՉᡯ௭ɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰΏɰɰΏ  
　・日　　時：令和５年９月９日（土）１３：３０～１５：３０（予定） 

　・会　　場：秩父市歴史文化伝承館 ２階 ホール（定員１５０名） 

　・内　　容：公開講座(2)　講義テーマ：「川砂から見た秩父の元素分布」 

講師：立正大学教授　川野 良信 

ɤΏ᫊᠏ॵậᇿካᆃϜɰΏǥՉᡯ௭ɰɰɰɰɰɰɰΏΏɰΏΏ Ώ Ώ  
　・日　　時：令和６年３月２日（土） １３：３０～１５：３０（予定） 

・会　　場：秩父市歴史文化伝承館 ２階 ホール（定員１５０名） 

　・内　　容：①修了証・皆学証の授与 

　　　　　　　②専門講座受講生による研究成果発表 

ǥҽᫌ᠏ॅẩᇿካᆃϜὀ௹۶ίᾱᾎὪὨᾯώᅍࡠጇἿἰὒד᠏ᄀἿὐἹἦἬἷἕἰἱἠװܣἝἓὛἪẪ 

ɰӈ࠻Ἴݪ౹ἝἓװܣẩὛฌዶẩइᾟ̵ᾤᾞ̵ὼọᄀࠓᑹἿίᾷᾊᾷᾈ͜ỎἼᤊἕἰἨἪẪ



ổẬɰ͜ᕊᯮ᠏ॅ
【定　 員】

【対　 象】

【時　 間】

【受講料】

５ 月 １３ 日 （土）

　埼玉県立川の博物館 研究交流部長 大 久 根 茂

６ 月 ６ 日 （火）

　三峯神社禰宜・経理部長 山 中 剛

６ 月 ２０ 日 （火）

　郷土口述伝承者 山 口 美 智 子

７ 月 ４ 日 （火）

　郷土史研究家 髙 橋 稔

７ 月 １８ 日 （火）

　元小鹿野町教育委員会 教育長 中 紀 雄

８ 月 １ 日 （火）

　秩父市文化財保護審議委員会 副委員長 柳 正 博

８ 月 ２２ 日 （火）

　駿河台大学教授 黒 田 基 樹

９ 月 ９ 日 （土）

　立正大学教授 川 野 良 信

９ 月 １２ 日 （火）

　寶登山神社禰宜 大 澤 宣 彦

９ 月 ２６ 日 （火）

　埼玉県立川の博物館学芸員 藤 田 宏 之

１０ 月 ３１ 日 （火）

　株式会社ベンチャーウイスキーＧＢｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ 吉 川 由 美

１１ 月 １４ 日 （火）

　渋沢栄一記念館 資料解説員 河 田 重 三

１１ 月 ２１ 日 （火）

　秩父Petitジオミュージアム館長 内 藤 定 芳

１２ 月 １２ 日 （火）

　小鹿野町教育委員会主査（学芸員） 肥 沼 隆 弘

３ 月 ２ 日 （土）

　秩父まるごとジオパーク推進協議会上席推進員 吉 田 健 一

※

※

７０名

一般成人（過去に受講された方もお申し込みできます。）

１講座　１２０分

年間　５，０００円

科目 開催日時　・　会場 講義テーマ　・　講師

１３：３０～１５：３０ 「浦山─桃源とも秘境とも称された村─」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０
「霊峰三峰山　信仰の道（表坂・裏坂）を歩く
　─山頂からの大パノラマ─」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「映像で綴った・秩父事件の足跡」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「天正壬午の乱　鉢形城主・北条氏邦の苦闘」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「秩父鉱山と索道の変遷・遺構について」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「秩父の子ども歳時記」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「戦国時代の秩父と北条氏邦（その２）」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「川砂から見た秩父の元素分布」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「寶登山神社の歴史と伝説」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「秩父地方のサンショウウオ・イモリ」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「飲み手と地域が繋がるウイスキー文化」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「渋沢栄一と秩父　～近代産業育成へのまなざし～」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「重継と秩父平氏一族が創り始めた江戸東京の原型とは」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

１３：３０～１５：３０ 「パンフレット・絵葉書から見る秩父地域の地域資源」

歴史文化伝承館 ２階 ホール

閉講式 １３：３０～１５：３０ 専門講座受講生による研究成果発表

研究発表会 歴史文化伝承館 ２階 ホール

規定以上出席された方には修了証、全て出席された方には皆学証を授与します。

日程等が変更になる場合があります。

開講式
公開講座

(1)

一般教養
講座①

一般教養
講座②

一般教養
講座③

一般教養
講座④

一般教養
講座⑤

一般教養
講座⑥

公開講座
(2)

一般教養
講座⑦

一般教養
講座⑧

一般教養
講座⑨

一般教養
講座⑩

一般教養
講座⑪

一般教養
講座⑫



ỖẬɰࡣ᫆᠏ॅ
【定　 員】

【対　 象】

【時 　間】

【受講料】

内容 歴史文化伝承館

 1) 開講式 ・

    公開講座(1)

 2) 講　　義 　 　５月２７日（土） １０：００～１２：００ （１階研修室）

 3) 現地調査  　　６月～１０月の間で１回実施 野外等

 4) 公開講座(2)  　　９月　９日（土） １３：３０～１５：３０ （２階ホール）

 5) 調査報告会 　 １１月　４日（土） １０：００～１２：００ （１階研修室）

 6) レポート提出 　 １２月１９日（火） 　１７時まで （生涯学習課）

 7) 講　　評 　 　１月２０日（土） １０：００～１２：００ （１階研修室）

 8) 閉講式 ・

    研究発表会

　　1) 開講式・公開講座(1) ： ガイダンスを行います。

　　2) ： 講師に講義をして頂きます。

　　3) ：

　　4) ： 出席日数に加算されます。

　　5) ： レポートの作成方法など、講師や受講生と意見交換を行います。

　　6) ：

　　7) ：

　　8) 閉講式・研究発表会 ： 個人またはグループで研究の成果を発表していただきます。（直前にリハーサルを予定）

   ※ 規定以上出席された方には修了証、全て出席された方には皆学証を授与します。

   ※ 

ỗẬɰҽᫌ᠏ॅậᇿካᆃϜ
【定　 員】
【対　 象】

【時　 間】

【参加費】

５ 月 １ ３ 日 （土）

　歴史文化伝承館　２階ホール  大久根　茂

９ 月 ９ 日 （土）

　歴史文化伝承館　２階ホール  川野　良信

３ 月 ２ 日 （土） 専門講座受講生による研究成果発表

　歴史文化伝承館　２階ホール 　秩父まるごとジオパーク推進協議会上席推進員  吉田　健一

８名（希望者が少ない場合は開講できない場合があります。）

原則として、ちちぶ学セミナー一般教養講座を受講したことのある方。

１講座　１２０分

年間　５，０００円

コース　・　概要　・　講師 日時

講 義

現地調査 講師が同行し指導します。
交通費等の費用が発生する場合には、原則として自己負担となります。
これ以外に、受講生が自主的に現地調査を行う場合もあります。

公開講座(2)

調査報告会

レポート提出 調査報告会で講師の指導を受けた後、各自レポートを作成・提出していただきます。

講 評 講師からレポートに対する講評及び研究発表会に向けての指導を行います。

講師の都合により、日程が変更になる場合があります。

１５０名
どなたでも自由に参加できます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため受講生のみとさせていただく場合があります。
※内容に変更がある場合、市ＨＰ『生涯学習課のコンテンツ一覧』に掲載いたします。

１２０分

無料

科目 開催日時　・　会場 講義テーマ　・　講師

１３：３０～１５：３０ 「浦山─桃源とも秘境とも称された村─」

　埼玉県立川の博物館 研究交流部長

１３：３０～１５：３０ 「川砂から見た秩父の元素分布」

　立正大学教授

１３：３０～１５：３０

「ジオパーク秩父探求コースⅡ」 　 　５月１３日（土） １３：３０～１５：３０ （２階ホール）

　　ジオパーク秩父になって11年、彩の国だよりに
　も掲載され県民にも広く知られるようになった。
　　「秩父の暮らしと大地の関わり」が面白いと多
　くの人が言う。
　　林業や養蚕など産業の街だった秩父は観光
　の街に変わりつつある。
　　興味そそられる秩父の物語を探ります。

秩父まるごとジオパーク推進協議会上席推進員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田 健一　

　　 ３月　２日（土） １３：３０～１５：３０ （２階ホール）

公開講座
(1)

公開講座
(2)

研究発表会
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 　秩父市 生涯学習課・歴史文化伝承館 

〒368-8686  埼玉県秩父市熊木町８番１５号　 ☎０４９４－２２－０４２０

　構内の駐車場は併設している秩父市役所及び
秩父宮記念市民会館と共用のため、利用状況に
よっては駐車できない場合があります。
　可能な限り公共交通機関を利用いただくか、乗り
合わせや送迎などでお越しください。
　なお、駐車できないことによるトラブルについては、
当館では責任を負いませんのでご了承ください。
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専門講座(１年次) (２年次)

公開講座

受講
　

一般教養講座及び
専門講座の出席日数
に加算されます。

御
花
畑
駅

西
武
秩
父
駅

国道140号

国道299号
至飯能

至熊谷

至山梨

至小鹿野

秩父市役所
秩父宮記念
　市民会館伝承館



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２４日 

（報道関係各位） 

 

移住相談センター「つながる、ちちぶ」冊子発行！ 

　秩父に暮らす人たちを取材してきた「つながる、ちちぶ」。その４年間をまとめた冊子が発行さ

れます。 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　移住相談センターに勤務する地域おこし協力隊の

松田あずささんが提案し、自身のカメラマンというス

キルを活かし、秩父で暮らす人々からの取材と写真、

そして動画（YouTube）による新しい情報発信により、

移住する魅力を４年間に渡り伝えてきた「つながる、

ちちぶ」。 

　松田さんが地域おこし協力隊の任期を終える集大

成として、２０人を超える取材の中から移住された方

と二拠点居住で生活する方を再取材し、この度「つな

がる、ちちぶ」の冊子を移住相談センターより発行す

ることとなりました。 

　この冊子を通じて、さらに移住・二拠点居住の可能性や秩父の魅力を多くの皆様に伝えていきた

いと思います。 

 

■冊子名　　「つながる、ちちぶ」 

　　　　　　　　全２８ページ　Ｂ５サイズ 

■発行数　　２，０００部（無料） 

■発行者　　秩父市移住相談センター 

■配　布　　秩父市移住相談センター　ほか 

※令和５年４月１日より配布予定。 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　冊子発行記念「つながる、ちちぶ」展を開催！ 

　期間：令和５年４月２９日（土）～５月１４日（日）　９：００～１７：００ 

　会場：秩父市歴史文化伝承館１階　交流フロア　入場無料 

 

 

市長室総合政策課移住相談センター 

担当者：中島 

☎０４９４－２６－７９４６ 

FAX：０４９４－２６－７９４６

 

表紙イメージ



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２９日 

（報道関係各位） 

 

秩父市職員人事異動について【追加】 

 

 

令和５年４月１日付け、秩父市職員の人事異動について、埼玉県から派遣される職員の公表が 

解禁されましたので、追加で情報提供します。 

 

【部長級相当職】 

▼配置換 

▽農林部長（埼玉県から着任）茂木崇嗣 

 

 

【次長級相当職】 

▼配置換 

▽地域整備部技監（埼玉県から着任）長島秀明 

 

 

【課長級相当職】 

▼配置換 

▽学校教育課主席主幹（主任指導主事）（埼玉県教育委員会から着任）平岡大祐 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部　人事課 

担当者：杉田、浅海 
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